
第 Ⅰ 回 リウマチ対策検討会議事次第 

平成 1 7 年 4 月 1 2 日 

1 0 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0 

経済産業 勧 Ⅱ 館 827 号 室 

一 開 会 

    主我 --"- Ⅰ 事 

Ⅰ リウマチ対策検討会の 設置等について 

2  リウマチ対策の 現状について 

3  リウマチ対策の 論点整理について 

  基本的方向性について 

  研究の推進について 

  医薬品の開発促進等について 

三 閉 会 
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資料Ⅰ リウマチ，アレルギ 一対策委員会等の 設置について 
資料 2 リウマチ対策検討会開催要領 ( 案 ) 

資料 3  リウマチ対策概念図 

資料 4  平成 1 7 年度リウマチ ，アレルギ一対策予算について 

資料 5  リウマチに関する 研究等の推進 

資料 6  リウマチに関する 正しい情報の 普及 
資料 7 リウマテ・アレルギー 相談員養成状況 ( 相談員養成研修会参加状況 ) 

資料 8  各都道府県におけるリウマチ 施策について 
資料 9 

「 抗 リウマチ薬の 臨床評価方法に 関するガイドライン ( 案 Ⅱ に 

関する意見の 募集について 
資料 1 0 リウマチ対策論点整理 ( 案 ) 

越智委員提出資料 

0  「今後のリウマチ 対策について」 ( 中間報告 ) 

平成 9 年 8 月 2 9 日公衆衛生審議会成人病難病部会リウマチ 対策専門委員 
余資料 

西岡委員提出資料 

0 精度の高 い 市販後調査システムの 構築 
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平成「 7 年 3 月 7 日 

健康居疾病対策課 

リウマチ，アレルギ 一対策委員会等の 設置について 

一 
リウマチ，気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 花粉症等の免疫アレルギー 疾患は、 長期に 

わたり著しく 生活に支障をきたすものもあ る等、 国民の健康上重要な 問題となっている。 

このため、 今後のリウマチ 及 び アレルギ一対策を 総合的・体系的に 実施するべく、 厚生 

科学審議会疾病対策部会の 専門委員会として、 リウマチ・アレルギ 一対策委員会を 設置 

し 、 リウマチ及びアレルギ 一対策の指針の 策定等に関する 検討を行 う ものとする。 

また、 これらの対策について、 より専門的な 検討を行うリウマチ 対策検討会及びアレル 

ギ 一対策検討会を、 厚生労働省健康局長の 私的検討会として、 それぞれ設置するものと 

する。 

ヒ 検討課題 ( 案 )l 
(1)  リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

(7)  リウマ テ 及びアレルギ 一対策指針策定 

(0)  その他 

(2)  リウマチ対策検討会 

(7)  リウマチ対策の 基本的方向性 

( ィ )  研究の推進 

( ゥ )  医薬品の開発促進等 

(1)  医療提供体制の 整備 

(t)  患者 QO L の向上と自立等 

( 力 )  情報提供・相談体制 

(+)  関係機関との 連携 

(9)  その他 

(3)  アレルギ一対策検討会 

く丁円 Ⅰ ァ レルギ一対策の 基本的方向性 

くイ Ⅰ 研究の推進 

w  医薬品の開発促進等 

(I)  医療提供体制の 整備 

(t)  患者 Q0 」の向上等 



( 力 )  情報提供・相談体制 

( 「 )  患者を取り巻く 環境の改善 

W ゥ )  関係機関との 連携 

( ケ )  その他 

俺 構成及び事務局 鵠 

(1)  リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

委員会に参集を 求める有識者は、 リウマチ・アレルギ 一対策に精通した 学識を有 

する者とし、 「 5 名以内で構成するものとする。 会議の事務は、 健康居疾病対策課が 

ィ ， T -- っ 。 

(2)  各検討会 

各検討会 は ついては、 各検討内容に 精通した専門家に 委嘱するものとし、 検討会 

0 人数は 15 名以内とする。 

検討スケジュー / 

㎝ )  リウマチ，アレルギ 一対策委員会 

第 「 回 ( 平成 17 年 3 月 ) 

今後のスケジュール 確認、 リウマチ，アレルギ 一対策の現状と 問題点を提示 

第 2 ～ 3 回 ( 平成 lW7 年 6 月 ) 

リウマチ，アレルギ 一対策指針策定・とりまとめ 

(2)  リウマチ対策検討会 

第「 回 ( 平成 17 年 3 月 ) 

スケジュール 確認 リウマ テ 対策の現状及び 問題点 論点メモ ( 案 ) 

第 2 回 ( 平成「 7 年 4 月 )  リウマチの研究及 び 専門医療の提供等について 

第 3 回 ( 平成 17 年 4 月 )  リウマチの情報提供体制等について 

第 4 回 ( 平成 17 年 5 月 )  リウマチ対策指針 ( 案 ) 及び報告書 ( 案 ) 作成 

第 5 回 ( 平成 17 年 6 月 )  リウマチ対策指針 ( 案 ) 及ぴ 報告書のとりまとめ 

(3)  アレルギ一対策検討会 

第「 回 ( 平成 17 年 3 月 ) 

スケジュール 確認 アレルギー疾患対策の 現状及び問題点 論点メモ ( 案 ) 

第 2 回 ( 平成 17 年 4 月 ) アレルギ一の 研究及び専門医療の 提供等について 

第 3 回 ( 平成 17 年 4 月 ) アレルギ一の 情報提供体制等について 

第 4 回 ( 平成 17 年 5 月 ) アレルギ一対策指針 ( 案 ) 及 び 報告書 ( 案 ) 作成 

第 5 回 ( 平成 17 年 6 月 ) アレルギ一対策指針 ( 案 ) 及 び 報告書のとりまとめ 



( 資料 2) 
リウマチ対策検討会開催要領 ( 秦 ) 

( 目的 ) 
第 1 条 リウマチ対策検討会 ( 以下「検討会」という。 ) は、 厚生労働省健康局長よ 

り参集を求める 有識者により、 厚生労働省におけるリウマチ 対策について 専門的な 

検討を行うことを 目的として開催する。 

( 検討事項 ) 
第 2 条 検討会は 、 リウマチ対策を 総合的・体系的に 実施するため、 リウマチ対策指 

針を策定することその 他リウマチ対策に 関する事項について 専門的に検討を 行 う も 

のとする。 

( 検討会の構成 ) 
第 3 条 検討会に参集を 求める有識者はⅠ 5 名以内で構成し、 リウマチ対策に 精通し 

た 学識を有するものとする。 

( 座長の指名 ) 
第 4 条 検討会に座長を 置く。 座長は、 検討会委員の 中から互選により 選出する。 

( 会議の公開 ) 
第 5 条 検討会の会議は 公開とする。 ただし、 公開することにとり、 個人情報の保護 

に支障を及ぼすおそれがあ る場合または 知的財産権 その他個人もしくは 団体の権 利 

利益が不当に 侵害されるおそれがあ る場合には、 座長は、 会議を非公開とすること 
ができる。 

2  座長は、 会議における 秩序の維持のため ，傍聴人の退場を 命ずるなど必要な 措置 
をとることができる。 

( 議事録 ) 
第 6 条 検討会における 議事は 、 次の事項を定め、 議事録に記載するものとする。 

一 会議の日時及び 場所 
二 出席した検討会委員の 氏名 
王 議事となった 事項 

2  議事録は公開とする。 ただし   個人情報の保護に 支障を及ぼすおそれがあ る場合 
又は知的財産権 その他個人若しくは 団体の権 利利益が不当に 侵害されるおそれがあ 
る場合には、 座長は、 議事録の全部又は 一部を非公開とすることができる。 

3  前項の規定により 議事録の全部又は 一部を非公開とする 場合には、 座長は、 非公 
開 とした部分について 議事要旨を作成し、 これを公開しなければならない。 

( 検討会の庶務 ) 
第 7 条 検討会の庶務は、 厚生労働省健康居疾病対策課において 総括し 、 及び処理す 

る 。 

( 雑具 l]) 
第 8 条 この開催要項に 定めるほか、 検討会の運営に 必要な事項は、 座長が定める。 
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Ⅰ 

0  リウマチ患者数 は 万人にもねたるといわれており、 罹患患者数 
が 多 い 

0  その病態については、 運動障害となって 現れることから QOL が悪化し、 
長期にわたり 慢性的に持続することから 社会における 労働力・生産力の 低 

下等、 経済的な視野からも 様艮 な問題が生じている。   

チ分野 ( 平成 2 年度よりに 

ウマチ、 気管支 喘 

究明による一般向けパンフレットの 作成 

Ⅹ 難病患者等居宅生活支援事業 

難病患者等ホームヘルフワーピス 事業、 難病患者等短期入所 ( ショートステイ ) 事業、 難病患者等日常生活 
用具給付事業、 難病患者等ホームヘルパー 養成研修事業といった 事業を実施し、 リウマチ患者の 居宅における 
療養生活を支援しています。 
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Ⅰ 免疫アレルギー 疾患に閲する 研究等の推進 

( 1 )  目的 
免疫アレルギー 疾患は、 国民の 3 0% が罹患していると 言われており、 さらに増加 

傾向にあ る。 また、 その重症化も 進み、 日常生活に著しく 支障をきたすため ，国民の 
健康上重大な 問題となっている。 

これらの疾患について、 発症原因と病態との 関係を明らかにし、 予防、 診断及 び治 療法に関する 新規技術を開発するとともに、 既存の治療法の 再評価を行 う と ｜ よ り 、 
国民に対してより 適切な医療の 提供を目指した 実践的な研究を 推進する。 

( 2) 事業内容 
免疫アレルギー 疾患予防・治療研究 ( 厚生労働科学研究費 ) 

1, ]05 百万円 づ ], Ⅱ 2 百万円 

花粉症、 リウマチ、 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 食物アレルギ 一など免疫アレ 
ルギー疾患の 病因・病態の 解明、 治療法の開発等の 研究を引き続き 推進する。 

( 参 考 ) 

  

国立相模原病院における 免疫アレルギー 疾患に関する 臨床研究センタ 一事業 
及び国立病院における 免疫異常 ネ、 ッ トワーク支援システム 事業については、 国 
立 病院が独立行政法人化されたものの、 平成 1 7 年度においても 引き続き当該 
事業を推進することとしている。   

2  免疫アレルギー 疾患に関する 正しい情報の 普及 

( 1 )  目的 
免疫アレルギー 疾患に関しては、 病因、 病態がいまだ 不明で根治療法がない 等の状 

現下において、 民間療法も含め 膨大な情報が 氾濫しており、 正しい情報の 取捨選択が 
困難な状況となっていることから、 正しい情報の 普及啓発を図る。 

( 2) 事業内容 
地域における 相談体制の整備を 図るため、 地方公共団体の 保健郎等に対し 免疫 ァレ 

ルギー疾患 ( 花粉症、 リウマチ、 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎、 食物アレルギ 一等 ) 
に関する最新の 知識等を習得させ、 相談員を養成することとしている。 

リウマチ，アレルギ 一対策検討会経費 Ⅰ百万円 づ ] 百万円 
リウマチ・アレルギー 相談員養成研修経費 7 百万円 づ 8 百万円 

釆 リウマチ及 び アレルギ一対策を 総合的・体系的に 実施するため、 リウマチ及 び ア 

レルギ一対策の 指針を策定することとしており、 本年度より厚生科学審議会におけ 
る リウマチ・ ァ レルギ一対策委員会等において 議論することとしている。 
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リウマチに関する 正しい情報の 音 及 

Ⅱ l リウマテ・アレルギー 相談員養成研修会 

都道府県等の 保健節筈従事者を 対象に 、 リウマチ、 気管支喘息、 アトピ 

一 性皮膚炎、 花粉症及び食物アレルギ 一について必要な 知識を修得させ、 

地域住民への 正しい知識の 普及啓発を行うための 相談体制を整備すること 

を目的とし、 平成 1 3 年度より毎年開催している。 

講義内容 : ( 平成 1 6 年度の例 ) 

アレルギー総論 アレルギー性鼻炎・ 花粉症 アトピー性皮膚炎 

食物アレルギー 気管支喘息 関節リウマチ 

各自治体のアレルギ 一対策 総括講義 

2  ガイドラインの 作成 

厚生労働省においては、 厚生労働科学研究の 中で、 リウマチの診療ガイ 

ドライン等を 作成し、 医療従事者に 対する専門的知識の 普及啓発に努めて 

いるところであ る。 

F 関節リウマ テ の診療マニュアル ( 改訂版 )  診断のマニュアルと EBM に 

基づく治療ガイドライン   (*) 

発行 : 平成「 6 年 

作成     厚生労働省医療技術評価総合研究リウマチガイドライン 班 

監修     越智 隆弘 ( 国立相模原病院長 ) 

( * )  医療技術評価総合研究事業による 

シ 3 イ タ ー ネットによる 情報提供 

リウマチについて 正しい情報の 普及を強化することを 目的とし，インタ 

一 ネットによる 情報提供を行っている。 

( 1  )  厚生労働省ホームページ「リウマチ、 アレルギー情報」 

http:    /www.mhlw.g0. 」 p/new-info/kobetu/kenkou/ 「 yLMnach@    index.html 

(2  )  「リウマチ・アレルギー 情報センター」 

http:    /www,allergy.go,jp/ 

(3  )  「医療と健康のシンポジウム」 

http;    /www.sympo. jp/ 








